
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支
援
、

物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

政
府
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
日
本
国
防
衛
省
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省

と
の
間
の
手
続
取
極
（
Ｕ
Ｓ

Ｊ
Ａ

〇
二
）

－
－

（
参
考
）



（
仮
訳
文
）日

本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る

日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
日
本
国
防
衛
省
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
と
の
間

の
手
続
取
極
（
Ｕ
Ｓ

Ｊ
Ａ

〇
二
）

－
－

日
本
国
防
衛
省
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
（
以
下
個
別
に
「
締
約
者
」
と
い
い
、
「
両
締
約
者
」
と
総
称
す
る
。
）

は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日

本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
後
方
支
援
の
協
力
の
増
大
を

通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
部
隊
の
相
互
運
用
性
、
即
応
性
及
び
効
率
性
を
促
進
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
、
両
締
約
者
間
で
こ
の
手
続

取
極
を
締
結
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

第
一
条

目
的

こ
の
手
続
取
極
は
、
次
条
に
定
義
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
を
促
進
す
る
た
め
の
協
定
に
関
す
る
基

本
的
な
条
件
、
手
続
及
び
細
目
を
追
加
的
に
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
締
結
す
る
。



一

（
仮
訳
文
）日

本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る

日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
日
本
国
防
衛
省
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
と
の
間

の
手
続
取
極
（
Ｕ
Ｓ

Ｊ
Ａ

〇
二
）

－
－

日
本
国
防
衛
省
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
（
以
下
個
別
に
「
締
約
者
」
と
い
い
、
「
両
締
約
者
」
と
総
称
す
る
。
）

は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日

本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
後
方
支
援
の
協
力
の
増
大
を

通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
部
隊
の
相
互
運
用
性
、
即
応
性
及
び
効
率
性
を
促
進
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
、
両
締
約
者
間
で
こ
の
手
続

取
極
を
締
結
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

第
一
条

目
的

こ
の
手
続
取
極
は
、
次
条
に
定
義
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
を
促
進
す
る
た
め
の
協
定
に
関
す
る
基

本
的
な
条
件
、
手
続
及
び
細
目
を
追
加
的
に
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
締
結
す
る
。



二

第
二
条

定
義

こ
の
手
続
取
極
及
び
具
体
的
な
手
続
を
定
め
る
実
施
取
決
め
に
お
い
て
は
、
次
の
定
義
を
適
用
す
る
。

ａ

実
施
権
者

付
表
Ａ
付
紙
Ｄ
に
例
示
す
る
指
名
書
に
よ
り
、
発
注
証
の
発
出
、
受
領
又
は
決
済
に
つ
き
権
限
を
与
え
ら
れ

た
者

ｂ

秘
密
情
報

国
家
安
全
保
障
上
の
利
益
の
た
め
に
保
護
を
必
要
と
す
る
公
式
の
情
報
で
あ
っ
て
、
秘
密
指
定
の
表
示
の
適

用
に
よ
り
そ
の
よ
う
に
指
定
さ
れ
る
も
の
。
秘
密
情
報
は
、
口
頭
、
映
像
、
磁
気
、
電
子
若
し
く
は
文
書
の
形
態
又
は
装
備

若
し
く
は
技
術
の
形
態
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｃ

実
施
取
決
め

第
四
条
３
に
規
定
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
に
関
す
る
書
面
に
よ
る
補
足
的
な
取
決
め
で
あ
っ

て
、
こ
の
手
続
取
極
を
実
施
す
る
た
め
の
細
目
及
び
条
件
を
定
め
る
も
の

ｄ

送
り
状

提
供
締
約
者
か
ら
の
文
書
で
あ
っ
て
、
こ
の
手
続
取
極
及
び
適
用
さ
れ
る
実
施
取
決
め
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
個

別
の
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
決
済
を
求
め
る
も
の

ｅ

後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務

食
料
、
水
、
宿
泊
、
輸
送
（
空
輸
を
含
む
。
）
、
燃
料
・
油
脂
・
潤
滑
油
、
被
服
、
通
信

業
務
、
衛
生
業
務
、
基
地
活
動
支
援
（
基
地
活
動
支
援
に
付
随
す
る
建
設
を
含
む
。
）
、
保
管
業
務
、
施
設
の
利
用
、
訓
練

業
務
、
部
品
・
構
成
品
、
修
理
・
整
備
業
務
（
校
正
業
務
を
含
む
。
）
、
空
港
・
港
湾
業
務
及
び
弾
薬
。
後
方
支
援
、
物
品

又
は
役
務
に
は
、
汎
用
車
両
そ
の
他
の
非
致
死
性
の
軍
事
上
の
装
備
品
の
一
時
的
な
使
用
で
あ
っ
て
、
両
締
約
者
の
国
の
国

内
法
令
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
も
の
を
含
む
。
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
は
、
前
記
の
い
ず
れ
か
又
は
全
て
の
区
分
の
支

援
、
物
品
又
は
役
務
を
い
う
。

ｆ

発
注
証

合
意
さ
れ
た
様
式
を
用
い
、
か
つ
、
権
限
を
与
え
ら
れ
た
者
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
書
面
で
あ
っ
て
、
こ
の
手

続
取
極
及
び
適
用
さ
れ
る
実
施
取
決
め
に
基
づ
く
個
別
の
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
を
要
請
す
る
も
の

ｇ

連
絡
先

こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
、
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
要
請
す
る
発
注
証
に
署
名
し
、
若
し
く
は
後
方
支

援
、
物
品
又
は
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
こ
と
、
又
は
こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
、
若
し
く
は
受
領
さ

れ
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
決
済
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
締
約
者
に
よ
っ
て
権
限
を
与
え
ら
れ
た
部
署
又
は
機
関
。

連
絡
先
は
、
こ
の
手
続
取
極
の
又
は
関
連
す
る
実
施
取
決
め
の
連
絡
先
に
係
る
付
表
に
記
載
さ
れ
る
。

ｈ

受
領
締
約
者

後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
発
注
し
、
及
び
受
領
す
る
締
約
者

ｉ

同
種
の
置
換
え

こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
移
転
の
決
済
で
あ
っ
て
、
受
領
締
約
者
が
、
受
領
し
た
後
方
支

援
、
物
品
又
は
役
務
を
、
合
意
さ
れ
た
条
件
の
下
で
、
同
一
の
又
は
実
質
的
に
同
一
の
性
質
を
有
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又



三

第
二
条

定
義

こ
の
手
続
取
極
及
び
具
体
的
な
手
続
を
定
め
る
実
施
取
決
め
に
お
い
て
は
、
次
の
定
義
を
適
用
す
る
。

ａ

実
施
権
者

付
表
Ａ
付
紙
Ｄ
に
例
示
す
る
指
名
書
に
よ
り
、
発
注
証
の
発
出
、
受
領
又
は
決
済
に
つ
き
権
限
を
与
え
ら
れ

た
者

ｂ

秘
密
情
報

国
家
安
全
保
障
上
の
利
益
の
た
め
に
保
護
を
必
要
と
す
る
公
式
の
情
報
で
あ
っ
て
、
秘
密
指
定
の
表
示
の
適

用
に
よ
り
そ
の
よ
う
に
指
定
さ
れ
る
も
の
。
秘
密
情
報
は
、
口
頭
、
映
像
、
磁
気
、
電
子
若
し
く
は
文
書
の
形
態
又
は
装
備

若
し
く
は
技
術
の
形
態
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｃ

実
施
取
決
め

第
四
条
３
に
規
定
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
に
関
す
る
書
面
に
よ
る
補
足
的
な
取
決
め
で
あ
っ

て
、
こ
の
手
続
取
極
を
実
施
す
る
た
め
の
細
目
及
び
条
件
を
定
め
る
も
の

ｄ

送
り
状

提
供
締
約
者
か
ら
の
文
書
で
あ
っ
て
、
こ
の
手
続
取
極
及
び
適
用
さ
れ
る
実
施
取
決
め
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
個

別
の
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
決
済
を
求
め
る
も
の

ｅ

後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務

食
料
、
水
、
宿
泊
、
輸
送
（
空
輸
を
含
む
。
）
、
燃
料
・
油
脂
・
潤
滑
油
、
被
服
、
通
信

業
務
、
衛
生
業
務
、
基
地
活
動
支
援
（
基
地
活
動
支
援
に
付
随
す
る
建
設
を
含
む
。
）
、
保
管
業
務
、
施
設
の
利
用
、
訓
練

業
務
、
部
品
・
構
成
品
、
修
理
・
整
備
業
務
（
校
正
業
務
を
含
む
。
）
、
空
港
・
港
湾
業
務
及
び
弾
薬
。
後
方
支
援
、
物
品

又
は
役
務
に
は
、
汎
用
車
両
そ
の
他
の
非
致
死
性
の
軍
事
上
の
装
備
品
の
一
時
的
な
使
用
で
あ
っ
て
、
両
締
約
者
の
国
の
国

内
法
令
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
も
の
を
含
む
。
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
は
、
前
記
の
い
ず
れ
か
又
は
全
て
の
区
分
の
支

援
、
物
品
又
は
役
務
を
い
う
。

ｆ

発
注
証

合
意
さ
れ
た
様
式
を
用
い
、
か
つ
、
権
限
を
与
え
ら
れ
た
者
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
書
面
で
あ
っ
て
、
こ
の
手

続
取
極
及
び
適
用
さ
れ
る
実
施
取
決
め
に
基
づ
く
個
別
の
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
を
要
請
す
る
も
の

ｇ

連
絡
先

こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
、
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
要
請
す
る
発
注
証
に
署
名
し
、
若
し
く
は
後
方
支

援
、
物
品
又
は
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
こ
と
、
又
は
こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
、
若
し
く
は
受
領
さ

れ
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
決
済
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
締
約
者
に
よ
っ
て
権
限
を
与
え
ら
れ
た
部
署
又
は
機
関
。

連
絡
先
は
、
こ
の
手
続
取
極
の
又
は
関
連
す
る
実
施
取
決
め
の
連
絡
先
に
係
る
付
表
に
記
載
さ
れ
る
。

ｈ

受
領
締
約
者

後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
発
注
し
、
及
び
受
領
す
る
締
約
者

ｉ

同
種
の
置
換
え

こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
移
転
の
決
済
で
あ
っ
て
、
受
領
締
約
者
が
、
受
領
し
た
後
方
支

援
、
物
品
又
は
役
務
を
、
合
意
さ
れ
た
条
件
の
下
で
、
同
一
の
又
は
実
質
的
に
同
一
の
性
質
を
有
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又



四

は
役
務
を
も
っ
て
返
還
し
、
又
は
置
き
換
え
る
こ
と
に
合
意
す
る
も
の
。
実
質
的
に
同
一
の
物
品
と
は
、
同
種
、
同
等
及
び

同
量
の
物
品
を
い
う
。
実
質
的
に
同
一
の
役
務
と
は
、
同
種
で
あ
り
、
か
つ
、
同
等
の
価
値
を
有
す
る
役
務
を
い
う
。

ｊ

決
済

同
種
の
置
換
え
又
は
通
貨
に
よ
る
償
還
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
義
務
の
履
行

ｋ

提
供
締
約
者

後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
提
供
す
る
締
約
者

ｌ

移
転

通
貨
に
よ
る
償
還
又
は
同
種
の
置
換
え
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
手
続
取
極
の
条
件
に
従
う
後
方
支
援
、
物

品
又
は
役
務
の
提
供

第
三
条

適
用

１

こ
の
手
続
取
極
は
、
主
に
共
同
演
習
、
訓
練
、
部
隊
の
展
開
若
し
く
は
派
遣
、
港
へ
の
訪
問
、
運
用
若
し
く
は
そ
の
他
の

協
力
措
置
又
は
予
期
し
な
い
状
況
若
し
く
は
緊
急
事
態
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
、
一

の
締
約
者
が
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
必
要
と
す
る
場
合
に
、
当
該
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
を
促

進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
日
本
国
の
自
衛
隊
に
よ
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
又
は
受
領
は
、
協
定
の
第
二

条
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
又
は
第
六
条
の
下
で
の
条
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
手
続
取
極
は
、
提
供
締
約
者
の
部
隊
に
対
す
る
通
貨
に
よ
る
償
還
又
は
同
種
の
置
換
え
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
一
方
の
締
約
者
の
部
隊
か
ら
他
方
の
締
約
者
の
部
隊
へ
の
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
に
適
用
さ
れ
る
。

３

こ
の
手
続
取
極
又
は
実
施
取
決
め
の
下
で
の
両
締
約
者
の
全
て
の
活
動
は
、
両
国
が
締
結
し
て
い
る
国
際
約
束
及
び
そ
れ

ぞ
れ
の
国
内
法
令
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
こ
の
手
続
取
極
又
は
関
連
す
る
実
施
取
決
め
の
下
で
両
締
約
者
が
負
う
全
て
の

義
務
は
、
そ
の
目
的
の
た
め
の
資
金
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
事
前
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
締
約

者
は
、
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
決
済
す
る
た
め
の
利
用
可
能
な
資
金
（
又
は
同
意
さ
れ
た
同
種
の
支
援
）
を
有
さ
な

い
限
り
、
こ
の
手
続
取
極
及
び
関
連
す
る
実
施
取
決
め
に
基
づ
い
て
、
発
注
証
を
発
出
し
、
及
び
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役

務
を
受
領
し
な
い
。
締
約
者
は
、
義
務
を
履
行
す
る
た
め
の
資
金
を
有
さ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
他

方
の
締
約
者
に
通
知
す
る
も
の
と
し
、
当
該
他
方
の
締
約
者
は
、
当
該
資
金
に
よ
り
決
済
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た

後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
を
継
続
し
な
い
権
利
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
締
約
者
が
既
に
受
領
し

た
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
決
済
す
る
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

４

次
に
掲
げ
る
品
目
は
、
こ
の
手
続
取
極
の
下
で
移
転
さ
れ
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
範
囲
か
ら
明
示
的
に
除
外
さ
れ
る
。

ａ

武
器
シ
ス
テ
ム

ｂ

完
成
さ
れ
た
主
要
な
装
備
品
（
汎
用
車
両
そ
の
他
の
非
致
死
性
の
軍
事
上
の
装
備
品
の
一
時
的
な
使
用
で
あ
っ
て
、
両



五

は
役
務
を
も
っ
て
返
還
し
、
又
は
置
き
換
え
る
こ
と
に
合
意
す
る
も
の
。
実
質
的
に
同
一
の
物
品
と
は
、
同
種
、
同
等
及
び

同
量
の
物
品
を
い
う
。
実
質
的
に
同
一
の
役
務
と
は
、
同
種
で
あ
り
、
か
つ
、
同
等
の
価
値
を
有
す
る
役
務
を
い
う
。

ｊ

決
済

同
種
の
置
換
え
又
は
通
貨
に
よ
る
償
還
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
義
務
の
履
行

ｋ

提
供
締
約
者

後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
提
供
す
る
締
約
者

ｌ

移
転

通
貨
に
よ
る
償
還
又
は
同
種
の
置
換
え
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
手
続
取
極
の
条
件
に
従
う
後
方
支
援
、
物

品
又
は
役
務
の
提
供

第
三
条

適
用

１

こ
の
手
続
取
極
は
、
主
に
共
同
演
習
、
訓
練
、
部
隊
の
展
開
若
し
く
は
派
遣
、
港
へ
の
訪
問
、
運
用
若
し
く
は
そ
の
他
の

協
力
措
置
又
は
予
期
し
な
い
状
況
若
し
く
は
緊
急
事
態
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
、
一

の
締
約
者
が
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
必
要
と
す
る
場
合
に
、
当
該
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
を
促

進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
日
本
国
の
自
衛
隊
に
よ
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
又
は
受
領
は
、
協
定
の
第
二

条
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
又
は
第
六
条
の
下
で
の
条
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
手
続
取
極
は
、
提
供
締
約
者
の
部
隊
に
対
す
る
通
貨
に
よ
る
償
還
又
は
同
種
の
置
換
え
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
一
方
の
締
約
者
の
部
隊
か
ら
他
方
の
締
約
者
の
部
隊
へ
の
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
に
適
用
さ
れ
る
。

３

こ
の
手
続
取
極
又
は
実
施
取
決
め
の
下
で
の
両
締
約
者
の
全
て
の
活
動
は
、
両
国
が
締
結
し
て
い
る
国
際
約
束
及
び
そ
れ

ぞ
れ
の
国
内
法
令
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
こ
の
手
続
取
極
又
は
関
連
す
る
実
施
取
決
め
の
下
で
両
締
約
者
が
負
う
全
て
の

義
務
は
、
そ
の
目
的
の
た
め
の
資
金
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
事
前
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
締
約

者
は
、
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
決
済
す
る
た
め
の
利
用
可
能
な
資
金
（
又
は
同
意
さ
れ
た
同
種
の
支
援
）
を
有
さ
な

い
限
り
、
こ
の
手
続
取
極
及
び
関
連
す
る
実
施
取
決
め
に
基
づ
い
て
、
発
注
証
を
発
出
し
、
及
び
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役

務
を
受
領
し
な
い
。
締
約
者
は
、
義
務
を
履
行
す
る
た
め
の
資
金
を
有
さ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
他

方
の
締
約
者
に
通
知
す
る
も
の
と
し
、
当
該
他
方
の
締
約
者
は
、
当
該
資
金
に
よ
り
決
済
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た

後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
を
継
続
し
な
い
権
利
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
締
約
者
が
既
に
受
領
し

た
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
決
済
す
る
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

４

次
に
掲
げ
る
品
目
は
、
こ
の
手
続
取
極
の
下
で
移
転
さ
れ
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
範
囲
か
ら
明
示
的
に
除
外
さ
れ
る
。

ａ

武
器
シ
ス
テ
ム

ｂ

完
成
さ
れ
た
主
要
な
装
備
品
（
汎
用
車
両
そ
の
他
の
非
致
死
性
の
軍
事
上
の
装
備
品
の
一
時
的
な
使
用
で
あ
っ
て
、
両



六

締
約
者
の
国
内
法
令
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

ｃ

主
要
な
装
備
品
の
当
初
の
発
注
に
関
連
す
る
部
品
の
交
換
又
は
予
備
の
た
め
の
当
初
の
数
量
（
た
だ
し
、
速
や
か
な
修

理
・
整
備
業
務
に
必
要
な
交
換
の
た
め
の
又
は
予
備
の
部
品
に
つ
い
て
は
、
移
転
し
得
る
。
）

５

各
締
約
者
の
国
内
法
令
に
よ
り
移
転
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
品
目
の
移
転
も
ま
た
、
こ
の
手
続
取
極
の
下
で
の
締
約
者

に
よ
る
移
転
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
令
に
従
い
、
こ
の
手
続
取
極
の
下
で

次
の
品
目
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ａ

誘
導
ミ
サ
イ
ル

ｂ

機
雷
及
び
魚
雷

ｃ

核
弾
（
弾
頭
、
弾
頭
部
、
飛
翔
体
、
爆
破
薬
、
訓
練
弾
等
の
品
目
を
含
む
。
）

ｄ

爆
弾
又
は
そ
の
他
の
弾
薬
の
誘
導
キ
ッ
ト

ｅ

化
学
弾
（
た
だ
し
、
暴
動
鎮
圧
剤
を
除
く
。
）

ｆ

移
転
に
つ
い
て
、
千
九
百
五
十
四
年
の
原
子
力
法
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
典
第
四
十
二
編
第
二
千
十
一
条
以
下
）
に
従

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
原
料
、
副
産
物
、
若
し
く
は
特
殊
核
物
質
又
は
そ
の
他
の
物
質
、
物
品
、
デ
ー
タ
若
し
く
は
価
値

を
有
す
る
物

ｇ

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
需
品
リ
ス
ト
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
規
則
法
典
第
二
十
二
編
第
百
二
十
一
部
）
に
お
い
て
重

要
軍
事
装
備
に
指
定
さ
れ
て
い
る
軍
事
上
の
装
備
品
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
律
に
規
定
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役

務
の
定
義
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

６

日
本
国
の
自
衛
隊
は
、
日
本
国
の
法
令
に
従
い
、
銃
、
火
器
等
戦
闘
行
動
に
お
い
て
直
接
人
の
殺
傷
そ
の
他
の
武
力
行
使

の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
機
械
、
器
具
、
装
置
で
あ
る
武
器
（
こ
れ
ら
の
語
は
、
日
本
国
政
府
の
用
例
に
よ
る
。
）
を
移

転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
日
本
国
の
自
衛
隊
は
、
第
三
条
５
ａ
か
ら
ｇ
ま
で
に
規
定
す
る
品
目
を
移
転
し
な
い
。

第
四
条

条
件

１

各
締
約
者
は
、
協
定
及
び
こ
の
手
続
取
極
に
基
づ
く
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
に
係
る
他
方
の
締
約
者
か
ら
の
要
請
を

満
た
す
た
め
に
、
国
内
の
優
先
順
位
に
従
い
、
最
善
の
努
力
を
払
う
。
た
だ
し
、
実
施
取
決
め
が
当
該
要
請
を
満
た
す
た
め

の
よ
り
厳
格
な
基
準
を
含
む
場
合
に
は
、
実
施
取
決
め
の
当
該
基
準
が
適
用
さ
れ
る
。

２

発
注
証
の
発
出
及
び
受
領
は
、
連
絡
先
又
は
こ
の
手
続
取
極
の
付
表
Ｂ
か
ら
付
表
Ｍ
ま
で
に
お
い
て
両
締
約
者
が
特
定
す

る
指
定
さ
れ
た
者
の
み
が
行
う
。
日
本
国
の
自
衛
隊
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
太
平
洋
軍
の
管
轄
区
域
外
に
お
い
て
後
方
支
援
、



七

締
約
者
の
国
内
法
令
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

ｃ

主
要
な
装
備
品
の
当
初
の
発
注
に
関
連
す
る
部
品
の
交
換
又
は
予
備
の
た
め
の
当
初
の
数
量
（
た
だ
し
、
速
や
か
な
修

理
・
整
備
業
務
に
必
要
な
交
換
の
た
め
の
又
は
予
備
の
部
品
に
つ
い
て
は
、
移
転
し
得
る
。
）

５

各
締
約
者
の
国
内
法
令
に
よ
り
移
転
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
品
目
の
移
転
も
ま
た
、
こ
の
手
続
取
極
の
下
で
の
締
約
者

に
よ
る
移
転
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
令
に
従
い
、
こ
の
手
続
取
極
の
下
で

次
の
品
目
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ａ

誘
導
ミ
サ
イ
ル

ｂ

機
雷
及
び
魚
雷

ｃ

核
弾
（
弾
頭
、
弾
頭
部
、
飛
翔
体
、
爆
破
薬
、
訓
練
弾
等
の
品
目
を
含
む
。
）

ｄ

爆
弾
又
は
そ
の
他
の
弾
薬
の
誘
導
キ
ッ
ト

ｅ

化
学
弾
（
た
だ
し
、
暴
動
鎮
圧
剤
を
除
く
。
）

ｆ

移
転
に
つ
い
て
、
千
九
百
五
十
四
年
の
原
子
力
法
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
典
第
四
十
二
編
第
二
千
十
一
条
以
下
）
に
従

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
原
料
、
副
産
物
、
若
し
く
は
特
殊
核
物
質
又
は
そ
の
他
の
物
質
、
物
品
、
デ
ー
タ
若
し
く
は
価
値

を
有
す
る
物

ｇ

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
需
品
リ
ス
ト
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
規
則
法
典
第
二
十
二
編
第
百
二
十
一
部
）
に
お
い
て
重

要
軍
事
装
備
に
指
定
さ
れ
て
い
る
軍
事
上
の
装
備
品
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
律
に
規
定
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役

務
の
定
義
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

６

日
本
国
の
自
衛
隊
は
、
日
本
国
の
法
令
に
従
い
、
銃
、
火
器
等
戦
闘
行
動
に
お
い
て
直
接
人
の
殺
傷
そ
の
他
の
武
力
行
使

の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
機
械
、
器
具
、
装
置
で
あ
る
武
器
（
こ
れ
ら
の
語
は
、
日
本
国
政
府
の
用
例
に
よ
る
。
）
を
移

転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
日
本
国
の
自
衛
隊
は
、
第
三
条
５
ａ
か
ら
ｇ
ま
で
に
規
定
す
る
品
目
を
移
転
し
な
い
。

第
四
条

条
件

１

各
締
約
者
は
、
協
定
及
び
こ
の
手
続
取
極
に
基
づ
く
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
に
係
る
他
方
の
締
約
者
か
ら
の
要
請
を

満
た
す
た
め
に
、
国
内
の
優
先
順
位
に
従
い
、
最
善
の
努
力
を
払
う
。
た
だ
し
、
実
施
取
決
め
が
当
該
要
請
を
満
た
す
た
め

の
よ
り
厳
格
な
基
準
を
含
む
場
合
に
は
、
実
施
取
決
め
の
当
該
基
準
が
適
用
さ
れ
る
。

２

発
注
証
の
発
出
及
び
受
領
は
、
連
絡
先
又
は
こ
の
手
続
取
極
の
付
表
Ｂ
か
ら
付
表
Ｍ
ま
で
に
お
い
て
両
締
約
者
が
特
定
す

る
指
定
さ
れ
た
者
の
み
が
行
う
。
日
本
国
の
自
衛
隊
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
太
平
洋
軍
の
管
轄
区
域
外
に
お
い
て
後
方
支
援
、



八

物
品
又
は
役
務
を
要
請
す
る
場
合
に
は
、
当
該
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
管
轄
す
る
連
絡
先
に
直
接
発
注
証
を
発
出

し
、
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
太
平
洋
軍
以
外
の
連
絡
先
へ
の
発
注
証
の
発
出
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
太
平
洋
軍
若
し
く

は
そ
の
隷
下
部
隊
の
支
援
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
手
続
取
極
に
基
づ
く
実
施
取
決
め
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
太
平
洋
軍
司
令
部
、
他
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

各
軍
の
司
令
部
、
こ
れ
ら
の
司
令
部
が
指
定
す
る
隷
下
の
各
部
隊
の
司
令
部
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
太
平
洋
軍
司
令
部
に

よ
っ
て
権
限
を
与
え
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
の
機
関
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
の
た
め
に
交
渉
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
実
施
取
決
め
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
防
衛
省
の
た
め
に
、
各
幕
僚
長
若
し
く
は
各
幕
僚
長
が
指
定
す
る
者
又
は
防

衛
大
臣
に
よ
っ
て
権
限
を
与
え
ら
れ
た
部
隊
の
長
が
交
渉
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

受
領
締
約
者
は
、
書
面
の
発
注
証
の
発
出
に
先
立
ち
、
ま
ず
、
必
要
と
す
る
物
資
又
は
役
務
の
利
用
可
能
性
、
価
格
及
び

希
望
す
る
決
済
の
方
法
を
確
定
す
る
た
め
に
、
提
供
締
約
者
の
連
絡
先
に
電
話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
又
は
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
り

連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
発
注
証
に
は
、
付
表
Ａ
に
掲
げ
る
情
報
の
要
素
及
び
移
転
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の

条
件
及
び
細
目
を
全
て
含
め
る
。
記
入
要
領
及
び
標
準
的
な
発
注
証
の
様
式
は
、
別
添
す
る
（
付
表
Ａ
付
紙
Ａ
及
び
Ｂ
）
。

全
て
の
発
注
証
及
び
関
連
す
る
往
復
文
書
に
は
、
こ
の
手
続
取
極
の
番
号
で
あ
る
Ｕ
Ｓ

Ｊ
Ａ

〇
二
を
付
す
る
も
の
と
す

－
－

る
。

５

両
締
約
者
は
、
全
て
の
処
理
の
記
録
を
保
管
す
る
。

６

後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
要
請
し
、
提
供
し
、
又
は
受
領
す
る
手
続
は
、
付
表
Ａ
付
紙
Ｃ
に
規
定
す
る
。

７

受
領
締
約
者
は
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。

ａ

こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
取
得
し
た
物
品
の
引
取
り
及
び
輸
送
を
手
配
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
手
続
取
極
に
従
っ

て
取
得
さ
れ
た
物
品
の
輸
送
手
段
へ
の
積
込
み
を
提
供
締
約
者
が
支
援
す
る
こ
と
は
、
妨
げ
ら
れ
な
い
。

ｂ

適
用
さ
れ
る
全
て
の
通
関
許
可
を
取
得
す
る
こ
と
及
び
国
内
の
関
税
規
則
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
他
の
公
的
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

ｃ

こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
取
得
し
た
物
品
を
提
供
締
約
者
が
指
定
す
る
場
所
に
返
還
す
る
た
め
の
輸
送
又
は
当
該
物
品

の
当
該
場
所
へ
の
配
送
を
手
配
す
る
こ
と
。

８

受
領
締
約
者
を
代
表
し
て
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
受
領
す
る
た
め
受
領
締
約
者
に
指
定
さ
れ
た
者
は
、
受
領
の
証

拠
と
し
て
、
標
準
的
な
発
注
証
の
様
式
（
付
表
Ａ
付
紙
Ａ
）
の
適
切
な
欄
に
署
名
し
、
又
は
押
印
す
る
。
標
準
的
な
発
注
証

の
様
式
が
提
供
締
約
者
か
ら
入
手
可
能
で
な
い
場
合
に
は
、
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
受
領
す
る
者
は
、
提
供
締
約
者



九

物
品
又
は
役
務
を
要
請
す
る
場
合
に
は
、
当
該
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
管
轄
す
る
連
絡
先
に
直
接
発
注
証
を
発
出

し
、
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
太
平
洋
軍
以
外
の
連
絡
先
へ
の
発
注
証
の
発
出
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
太
平
洋
軍
若
し
く

は
そ
の
隷
下
部
隊
の
支
援
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
手
続
取
極
に
基
づ
く
実
施
取
決
め
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
太
平
洋
軍
司
令
部
、
他
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

各
軍
の
司
令
部
、
こ
れ
ら
の
司
令
部
が
指
定
す
る
隷
下
の
各
部
隊
の
司
令
部
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
太
平
洋
軍
司
令
部
に

よ
っ
て
権
限
を
与
え
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
の
機
関
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
の
た
め
に
交
渉
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
実
施
取
決
め
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
防
衛
省
の
た
め
に
、
各
幕
僚
長
若
し
く
は
各
幕
僚
長
が
指
定
す
る
者
又
は
防

衛
大
臣
に
よ
っ
て
権
限
を
与
え
ら
れ
た
部
隊
の
長
が
交
渉
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

受
領
締
約
者
は
、
書
面
の
発
注
証
の
発
出
に
先
立
ち
、
ま
ず
、
必
要
と
す
る
物
資
又
は
役
務
の
利
用
可
能
性
、
価
格
及
び

希
望
す
る
決
済
の
方
法
を
確
定
す
る
た
め
に
、
提
供
締
約
者
の
連
絡
先
に
電
話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
又
は
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
り

連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
発
注
証
に
は
、
付
表
Ａ
に
掲
げ
る
情
報
の
要
素
及
び
移
転
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の

条
件
及
び
細
目
を
全
て
含
め
る
。
記
入
要
領
及
び
標
準
的
な
発
注
証
の
様
式
は
、
別
添
す
る
（
付
表
Ａ
付
紙
Ａ
及
び
Ｂ
）
。

全
て
の
発
注
証
及
び
関
連
す
る
往
復
文
書
に
は
、
こ
の
手
続
取
極
の
番
号
で
あ
る
Ｕ
Ｓ

Ｊ
Ａ

〇
二
を
付
す
る
も
の
と
す

－
－

る
。

５

両
締
約
者
は
、
全
て
の
処
理
の
記
録
を
保
管
す
る
。

６

後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
要
請
し
、
提
供
し
、
又
は
受
領
す
る
手
続
は
、
付
表
Ａ
付
紙
Ｃ
に
規
定
す
る
。

７

受
領
締
約
者
は
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。

ａ

こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
取
得
し
た
物
品
の
引
取
り
及
び
輸
送
を
手
配
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
手
続
取
極
に
従
っ

て
取
得
さ
れ
た
物
品
の
輸
送
手
段
へ
の
積
込
み
を
提
供
締
約
者
が
支
援
す
る
こ
と
は
、
妨
げ
ら
れ
な
い
。

ｂ

適
用
さ
れ
る
全
て
の
通
関
許
可
を
取
得
す
る
こ
と
及
び
国
内
の
関
税
規
則
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
他
の
公
的
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

ｃ

こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
取
得
し
た
物
品
を
提
供
締
約
者
が
指
定
す
る
場
所
に
返
還
す
る
た
め
の
輸
送
又
は
当
該
物
品

の
当
該
場
所
へ
の
配
送
を
手
配
す
る
こ
と
。

８

受
領
締
約
者
を
代
表
し
て
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
受
領
す
る
た
め
受
領
締
約
者
に
指
定
さ
れ
た
者
は
、
受
領
の
証

拠
と
し
て
、
標
準
的
な
発
注
証
の
様
式
（
付
表
Ａ
付
紙
Ａ
）
の
適
切
な
欄
に
署
名
し
、
又
は
押
印
す
る
。
標
準
的
な
発
注
証

の
様
式
が
提
供
締
約
者
か
ら
入
手
可
能
で
な
い
場
合
に
は
、
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
受
領
す
る
者
は
、
提
供
締
約
者



一
〇

が
代
替
と
し
て
提
供
す
る
受
領
証
に
署
名
す
る
。
受
領
証
に
は
、
こ
の
手
続
取
極
の
番
号
で
あ
る
Ｕ
Ｓ

Ｊ
Ａ

〇
二
を
付

－
－

す
る
も
の
と
す
る
。

９

提
供
締
約
者
は
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。

ａ

後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
引
取
り
が
可
能
と
な
る
日
時
及
び
場
所
を
受
領
締
約
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

ｂ

こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
発
注
証
を
受
領
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
た
連
絡
先
に
対
し
署
名
さ
れ
た
受
領
証
を
送
付
す
る

こ
と
。
当
該
署
名
さ
れ
た
受
領
証
は
、
発
注
証
の
様
式
の
原
本
に
添
付
さ
れ
る
。

こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
受
領
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
は
、
該
当
す
る
経
路
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
提
供
締
約
者

10
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
を
得
な
い
で
、
一
時
的
で
あ
れ
永
続
的
で
あ
れ
、
他
の
国
、
国
際
機
関
又
は
団
体
（
受
領
締
約

者
の
部
隊
の
人
員
、
従
業
員
又
は
代
理
人
を
除
く
。
）
に
移
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
条

決
済

１

両
締
約
者
は
、
こ
の
手
続
取
極
に
基
づ
く
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
移
転
に
つ
い
て
、
協
定
の
条
件
に
整
合
的
な
通

貨
に
よ
る
償
還
（
「
償
還
処
理
」
）
又
は
同
種
の
置
換
え
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
決
済
す
る
こ
と
を
合
意
す
る
。
受
領
締
約
者

は
、
提
供
締
約
者
と
の
間
で
、
こ
の
条
の
１
ａ
又
は
１
ｂ
の
規
定
に
よ
り
決
済
す
る
。
こ
の
条
の
１
ａ
及
び
１
ｂ
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
処
理
の
決
済
は
、
同
種
の
置
換
え
又
は
通
貨
に
よ
る
償
還
（
後
方
支
援
、
物

品
又
は
役
務
が
予
定
さ
れ
た
と
お
り
に
返
還
さ
れ
な
い
場
合
の
も
の
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
後
方
支
援
、
物

品
又
は
役
務
の
引
渡
し
の
日
か
ら
十
二
箇
月
以
内
に
完
了
す
る
。
決
済
に
関
す
る
特
定
の
手
続
は
確
定
さ
れ
、
及
び
付
表
Ａ

付
紙
Ｃ
に
組
み
込
ま
れ
る
。

ａ

償
還
処
理

提
供
締
約
者
は
、
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
引
渡
し
又
は
実
施
後
、
送
り
状
を
発
出
す
る
。
両
締
約

者
は
、
全
て
の
処
理
に
係
る
通
貨
に
よ
る
償
還
に
備
え
る
も
の
と
し
、
各
締
約
者
は
、
ま
だ
送
り
状
が
発
出
さ
れ
て
い
な

い
全
て
の
処
理
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
三
箇
月
に
一
度
、
他
方
の
締
約
者
に
送
り
状
を
発
出
す
る
。
送
り
状
に
は
、
必

要
な
補
助
的
な
文
書
を
添
付
し
、
送
り
状
に
記
載
さ
れ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
通
貨
に
よ
る
償
還
を
行
う
。
償
還
は
、

提
供
締
約
者
の
通
貨
に
よ
り
又
は
発
注
証
に
お
け
る
別
段
の
合
意
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。
両
締
約
者
は
、
償
還
処
理
の
価

格
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
次
の
相
互
の
価
格
決
定
の
原
則
に
合
意
す
る
。

提
供
締
約
者
が
、
受
領
締
約
者
に
代
わ
り
提
供
締
約
者
が
契
約
す
る
者
か
ら
特
定
の
取
得
を
行
う
場
合
に
は
、
価
格

(1)
は
、
同
一
の
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
当
該
提
供
締
約
者
が
契
約
す
る
者
が
提
供
締
約
者
の
部
隊
に
請
求

す
る
価
格
よ
り
も
不
利
で
な
い
価
格
（
次
条
に
従
っ
て
除
外
さ
れ
る
金
額
を
減
じ
た
も
の
）
と
す
る
。
請
求
さ
れ
る
価



一
一

が
代
替
と
し
て
提
供
す
る
受
領
証
に
署
名
す
る
。
受
領
証
に
は
、
こ
の
手
続
取
極
の
番
号
で
あ
る
Ｕ
Ｓ

Ｊ
Ａ

〇
二
を
付

－
－

す
る
も
の
と
す
る
。

９

提
供
締
約
者
は
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。

ａ

後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
引
取
り
が
可
能
と
な
る
日
時
及
び
場
所
を
受
領
締
約
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

ｂ

こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
発
注
証
を
受
領
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
た
連
絡
先
に
対
し
署
名
さ
れ
た
受
領
証
を
送
付
す
る

こ
と
。
当
該
署
名
さ
れ
た
受
領
証
は
、
発
注
証
の
様
式
の
原
本
に
添
付
さ
れ
る
。

こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
受
領
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
は
、
該
当
す
る
経
路
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
提
供
締
約
者

10
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
を
得
な
い
で
、
一
時
的
で
あ
れ
永
続
的
で
あ
れ
、
他
の
国
、
国
際
機
関
又
は
団
体
（
受
領
締
約

者
の
部
隊
の
人
員
、
従
業
員
又
は
代
理
人
を
除
く
。
）
に
移
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
条

決
済

１

両
締
約
者
は
、
こ
の
手
続
取
極
に
基
づ
く
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
移
転
に
つ
い
て
、
協
定
の
条
件
に
整
合
的
な
通

貨
に
よ
る
償
還
（
「
償
還
処
理
」
）
又
は
同
種
の
置
換
え
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
決
済
す
る
こ
と
を
合
意
す
る
。
受
領
締
約
者

は
、
提
供
締
約
者
と
の
間
で
、
こ
の
条
の
１
ａ
又
は
１
ｂ
の
規
定
に
よ
り
決
済
す
る
。
こ
の
条
の
１
ａ
及
び
１
ｂ
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
処
理
の
決
済
は
、
同
種
の
置
換
え
又
は
通
貨
に
よ
る
償
還
（
後
方
支
援
、
物

品
又
は
役
務
が
予
定
さ
れ
た
と
お
り
に
返
還
さ
れ
な
い
場
合
の
も
の
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
後
方
支
援
、
物

品
又
は
役
務
の
引
渡
し
の
日
か
ら
十
二
箇
月
以
内
に
完
了
す
る
。
決
済
に
関
す
る
特
定
の
手
続
は
確
定
さ
れ
、
及
び
付
表
Ａ

付
紙
Ｃ
に
組
み
込
ま
れ
る
。

ａ

償
還
処
理

提
供
締
約
者
は
、
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
引
渡
し
又
は
実
施
後
、
送
り
状
を
発
出
す
る
。
両
締
約

者
は
、
全
て
の
処
理
に
係
る
通
貨
に
よ
る
償
還
に
備
え
る
も
の
と
し
、
各
締
約
者
は
、
ま
だ
送
り
状
が
発
出
さ
れ
て
い
な

い
全
て
の
処
理
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
三
箇
月
に
一
度
、
他
方
の
締
約
者
に
送
り
状
を
発
出
す
る
。
送
り
状
に
は
、
必

要
な
補
助
的
な
文
書
を
添
付
し
、
送
り
状
に
記
載
さ
れ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
通
貨
に
よ
る
償
還
を
行
う
。
償
還
は
、

提
供
締
約
者
の
通
貨
に
よ
り
又
は
発
注
証
に
お
け
る
別
段
の
合
意
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。
両
締
約
者
は
、
償
還
処
理
の
価

格
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
次
の
相
互
の
価
格
決
定
の
原
則
に
合
意
す
る
。

提
供
締
約
者
が
、
受
領
締
約
者
に
代
わ
り
提
供
締
約
者
が
契
約
す
る
者
か
ら
特
定
の
取
得
を
行
う
場
合
に
は
、
価
格

(1)
は
、
同
一
の
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
当
該
提
供
締
約
者
が
契
約
す
る
者
が
提
供
締
約
者
の
部
隊
に
請
求

す
る
価
格
よ
り
も
不
利
で
な
い
価
格
（
次
条
に
従
っ
て
除
外
さ
れ
る
金
額
を
減
じ
た
も
の
）
と
す
る
。
請
求
さ
れ
る
価



一
二

格
に
つ
い
て
は
、
配
送
の
予
定
、
配
送
先
そ
の
他
の
類
似
の
考
慮
す
べ
き
事
項
に
起
因
す
る
差
異
を
考
慮
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

提
供
締
約
者
の
物
資
が
移
転
さ
れ
る
場
合
に
は
、
提
供
締
約
者
は
、
同
一
の
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
に
つ
い
て

(2)
提
供
締
約
者
の
部
隊
が
請
求
さ
れ
る
価
格
で
あ
っ
て
、
配
送
又
は
実
施
の
日
に
お
け
る
も
の
と
同
じ
価
格
（
次
条
に

従
っ
て
除
外
さ
れ
る
金
額
を
減
じ
た
も
の
）
を
請
求
す
る
。
価
格
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
又
は
自
ら
の
部
隊
に
対
す

る
請
求
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
両
締
約
者
は
、
相
互
の
価
格
決
定
の
原
則
を
踏
ま
え
、
事
前
に
、
当
該
原
則

に
従
っ
て
除
外
さ
れ
る
請
求
額
を
減
じ
た
価
格
に
合
意
す
る
。

ｂ

同
種
の
置
換
え
に
よ
る
処
理

受
領
締
約
者
は
、
提
供
締
約
者
が
引
渡
し
、
又
は
実
施
し
た
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役

務
と
同
一
（
又
は
実
質
的
に
同
一
）
で
あ
る
と
両
締
約
者
が
合
意
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
提
供
締
約
者
に
移

転
す
る
こ
と
に
よ
り
、
決
済
す
る
。
受
領
締
約
者
が
、
当
初
の
処
理
の
時
に
合
意
し
た
又
は
有
効
で
あ
っ
た
置
換
え
の
予

定
（
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
当
初
の
処
理
の
日
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
も
の
）
の
条
件
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、

処
理
は
、
償
還
が
履
行
さ
れ
る
は
ず
の
日
に
有
効
な
実
際
の
価
格
又
は
推
定
さ
れ
る
価
格
を
用
い
て
価
格
が
決
定
さ
れ
る

場
合
を
除
く
ほ
か
、
償
還
処
理
と
み
な
さ
れ
、
１
ａ
の
規
定
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
。

ｃ

価
格
又
は
価
額
の
確
定

相
互
の
価
格
決
定
の
原
則
の
適
用
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
次
の
価
格
決
定
の
枠
組
み
を
規

定
す
る
。

在
庫
の
物
品
に
つ
い
て
確
定
す
る
価
格
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
に
つ
い
て

は
、
物
品
管
理
簿
の
価
格
と
す
る
。
日
本
国
防
衛
省
に
つ
い
て
は
、
物
品
管
理
簿
の
価
格
と
し
、
物
品
管
理
簿
の
価
格
が

適
用
で
き
な
い
場
合
に
は
、
調
達
の
費
用
と
す
る
。
新
た
な
調
達
の
価
格
は
、
提
供
締
約
者
が
契
約
者
又
は
販
売
業
者
に

支
払
う
価
格
と
同
じ
価
格
と
す
る
。

提
供
す
る
役
務
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
に
つ
い
て
は
、
標
準
価
格
と

す
る
。
日
本
国
防
衛
省
に
つ
い
て
は
、
単
価
と
す
る
。
標
準
価
格
又
は
単
価
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
費
用
は
、
役
務

の
提
供
に
直
接
関
係
す
る
も
の
と
す
る
。

請
求
す
る
価
格
は
、
日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
締
結
し
た
他
の
協
定
に
従
っ
て
受
領
締
約
者
が
免
除

さ
れ
る
い
か
な
る
税
も
含
ま
な
い
。
両
締
約
者
は
、
要
請
に
応
じ
、
こ
れ
ら
の
相
互
の
価
格
決
定
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い

る
こ
と
及
び
価
格
が
免
除
さ
れ
、
又
は
除
外
さ
れ
る
費
用
を
含
ま
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
十
分
な
情
報
を
提
供

す
る
こ
と
に
合
意
す
る
。



一
三

格
に
つ
い
て
は
、
配
送
の
予
定
、
配
送
先
そ
の
他
の
類
似
の
考
慮
す
べ
き
事
項
に
起
因
す
る
差
異
を
考
慮
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

提
供
締
約
者
の
物
資
が
移
転
さ
れ
る
場
合
に
は
、
提
供
締
約
者
は
、
同
一
の
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
に
つ
い
て

(2)
提
供
締
約
者
の
部
隊
が
請
求
さ
れ
る
価
格
で
あ
っ
て
、
配
送
又
は
実
施
の
日
に
お
け
る
も
の
と
同
じ
価
格
（
次
条
に

従
っ
て
除
外
さ
れ
る
金
額
を
減
じ
た
も
の
）
を
請
求
す
る
。
価
格
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
又
は
自
ら
の
部
隊
に
対
す

る
請
求
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
両
締
約
者
は
、
相
互
の
価
格
決
定
の
原
則
を
踏
ま
え
、
事
前
に
、
当
該
原
則

に
従
っ
て
除
外
さ
れ
る
請
求
額
を
減
じ
た
価
格
に
合
意
す
る
。

ｂ

同
種
の
置
換
え
に
よ
る
処
理

受
領
締
約
者
は
、
提
供
締
約
者
が
引
渡
し
、
又
は
実
施
し
た
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役

務
と
同
一
（
又
は
実
質
的
に
同
一
）
で
あ
る
と
両
締
約
者
が
合
意
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
提
供
締
約
者
に
移

転
す
る
こ
と
に
よ
り
、
決
済
す
る
。
受
領
締
約
者
が
、
当
初
の
処
理
の
時
に
合
意
し
た
又
は
有
効
で
あ
っ
た
置
換
え
の
予

定
（
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
当
初
の
処
理
の
日
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
も
の
）
の
条
件
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、

処
理
は
、
償
還
が
履
行
さ
れ
る
は
ず
の
日
に
有
効
な
実
際
の
価
格
又
は
推
定
さ
れ
る
価
格
を
用
い
て
価
格
が
決
定
さ
れ
る

場
合
を
除
く
ほ
か
、
償
還
処
理
と
み
な
さ
れ
、
１
ａ
の
規
定
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
。

ｃ

価
格
又
は
価
額
の
確
定

相
互
の
価
格
決
定
の
原
則
の
適
用
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
次
の
価
格
決
定
の
枠
組
み
を
規

定
す
る
。

在
庫
の
物
品
に
つ
い
て
確
定
す
る
価
格
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
に
つ
い
て

は
、
物
品
管
理
簿
の
価
格
と
す
る
。
日
本
国
防
衛
省
に
つ
い
て
は
、
物
品
管
理
簿
の
価
格
と
し
、
物
品
管
理
簿
の
価
格
が

適
用
で
き
な
い
場
合
に
は
、
調
達
の
費
用
と
す
る
。
新
た
な
調
達
の
価
格
は
、
提
供
締
約
者
が
契
約
者
又
は
販
売
業
者
に

支
払
う
価
格
と
同
じ
価
格
と
す
る
。

提
供
す
る
役
務
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
に
つ
い
て
は
、
標
準
価
格
と

す
る
。
日
本
国
防
衛
省
に
つ
い
て
は
、
単
価
と
す
る
。
標
準
価
格
又
は
単
価
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
費
用
は
、
役
務

の
提
供
に
直
接
関
係
す
る
も
の
と
す
る
。

請
求
す
る
価
格
は
、
日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
締
結
し
た
他
の
協
定
に
従
っ
て
受
領
締
約
者
が
免
除

さ
れ
る
い
か
な
る
税
も
含
ま
な
い
。
両
締
約
者
は
、
要
請
に
応
じ
、
こ
れ
ら
の
相
互
の
価
格
決
定
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い

る
こ
と
及
び
価
格
が
免
除
さ
れ
、
又
は
除
外
さ
れ
る
費
用
を
含
ま
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
十
分
な
情
報
を
提
供

す
る
こ
と
に
合
意
す
る
。



一
四

２

発
注
証
の
た
め
の
確
定
的
な
価
格
に
つ
い
て
事
前
に
合
意
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
最
終
的
な
価
格
に
つ
い
て
の
合
意
を
保

留
し
、
発
注
証
に
は
、
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
発
注
す
る
締
約
者
に
課
さ
れ
る
債
務
の
最
大
の
価
額
を
記
載
す
る
。

両
締
約
者
は
、
そ
の
後
速
や
か
に
最
終
的
な
価
格
を
確
定
す
る
た
め
に
交
渉
す
る
。

３

各
締
約
者
の
処
理
の
決
済
を
行
う
連
絡
先
は
、
こ
の
手
続
取
極
の
付
表
に
記
載
す
る
。

４

こ
の
手
続
取
極
に
基
づ
く
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
価
格
は
、
両
締
約
者
間
に
お
け
る
他
の
取
極
に
基
づ
き
利
用
可

能
な
同
じ
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
価
格
よ
り
も
高
い
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条

免
除
さ
れ
、
又
は
除
外
さ
れ
る
費
用

両
締
約
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
令
が
許
容
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
後
方
支

援
、
物
品
又
は
役
務
に
い
か
な
る
税
も
課
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。
両
締
約
者
は
、
税
及
び
関
税
の
減
免
を
最
大
に
す
る

た
め
に
、
適
切
な
文
書
を
提
供
す
る
よ
う
協
力
す
る
。
適
用
可
能
な
税
及
び
関
税
の
減
免
に
関
す
る
協
定
の
規
定
は
、
こ
の
手

続
取
極
の
下
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
両
締
約
者
は
、
要
請
に
応
じ
、
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
請
求
す
る
価

格
が
税
を
含
む
か
否
か
を
相
互
に
通
知
す
る
。
税
及
び
こ
れ
に
類
す
る
課
徴
金
が
課
さ
れ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、

提
供
締
約
者
が
提
供
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
価
額
は
、
前
条
に
規
定
す
る
価
格
決
定
の
原
則
に
よ
り
規
律
さ
れ

る
。

第
七
条

情
報
の
保
全

こ
の
手
続
取
極
及
び
実
施
取
決
め
に
基
づ
く
活
動
を
秘
密
で
な
い
範
囲
で
行
う
こ
と
は
、
両
締
約
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
別
途
の
書
面
に
よ
る
取
極
又
は
取
決
め
に
よ
り
特
定
の
権
限
が
与
え
ら
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
秘
密
情
報
又
は
秘
密

の
物
資
は
、
こ
の
手
続
取
極
又
は
い
ず
れ
の
実
施
取
決
め
の
下
に
お
い
て
も
、
提
供
さ
れ
、
又
は
作
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

第
八
条

解
釈
、
改
正
及
び
情
報
の
修
正

１

こ
の
手
続
取
極
及
び
い
か
な
る
実
施
取
決
め
の
解
釈
若
し
く
は
適
用
又
は
こ
れ
ら
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
処
理
に
関
す
る
意

見
の
相
違
は
、
協
定
第
十
一
条
に
従
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
協
定
と
こ
の
手
続
取
極
又
は
実
施
取
決
め
と
が
抵
触
す
る
場
合
に

は
、
協
定
が
規
律
す
る
。

２

い
ず
れ
の
締
約
者
も
、
他
方
の
締
約
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通
知
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
い
つ
で
も
こ
の
手
続
取
極
の

改
正
の
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
両
締
約
者
は
、
当
該
要
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
交
渉
を
行
う
。
こ
の

手
続
取
極
は
、
両
締
約
者
間
の
書
面
に
よ
る
合
意
に
よ
っ
て
の
み
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
付
表
Ａ
か
ら
付
表
Ｍ
ま
で
の

修
正
は
、
防
衛
当
局
の
間
で
又
は
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
一
方
の
締
約
者
が
他
方
の
締
約
者
に
修
正
さ
れ
た
付
表
を
送
付



一
五

２

発
注
証
の
た
め
の
確
定
的
な
価
格
に
つ
い
て
事
前
に
合
意
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
最
終
的
な
価
格
に
つ
い
て
の
合
意
を
保

留
し
、
発
注
証
に
は
、
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
発
注
す
る
締
約
者
に
課
さ
れ
る
債
務
の
最
大
の
価
額
を
記
載
す
る
。

両
締
約
者
は
、
そ
の
後
速
や
か
に
最
終
的
な
価
格
を
確
定
す
る
た
め
に
交
渉
す
る
。

３

各
締
約
者
の
処
理
の
決
済
を
行
う
連
絡
先
は
、
こ
の
手
続
取
極
の
付
表
に
記
載
す
る
。

４

こ
の
手
続
取
極
に
基
づ
く
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
価
格
は
、
両
締
約
者
間
に
お
け
る
他
の
取
極
に
基
づ
き
利
用
可

能
な
同
じ
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
価
格
よ
り
も
高
い
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条

免
除
さ
れ
、
又
は
除
外
さ
れ
る
費
用

両
締
約
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
令
が
許
容
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
の
手
続
取
極
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
後
方
支

援
、
物
品
又
は
役
務
に
い
か
な
る
税
も
課
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。
両
締
約
者
は
、
税
及
び
関
税
の
減
免
を
最
大
に
す
る

た
め
に
、
適
切
な
文
書
を
提
供
す
る
よ
う
協
力
す
る
。
適
用
可
能
な
税
及
び
関
税
の
減
免
に
関
す
る
協
定
の
規
定
は
、
こ
の
手

続
取
極
の
下
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
両
締
約
者
は
、
要
請
に
応
じ
、
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
請
求
す
る
価

格
が
税
を
含
む
か
否
か
を
相
互
に
通
知
す
る
。
税
及
び
こ
れ
に
類
す
る
課
徴
金
が
課
さ
れ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、

提
供
締
約
者
が
提
供
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
価
額
は
、
前
条
に
規
定
す
る
価
格
決
定
の
原
則
に
よ
り
規
律
さ
れ

る
。

第
七
条

情
報
の
保
全

こ
の
手
続
取
極
及
び
実
施
取
決
め
に
基
づ
く
活
動
を
秘
密
で
な
い
範
囲
で
行
う
こ
と
は
、
両
締
約
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
別
途
の
書
面
に
よ
る
取
極
又
は
取
決
め
に
よ
り
特
定
の
権
限
が
与
え
ら
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
秘
密
情
報
又
は
秘
密

の
物
資
は
、
こ
の
手
続
取
極
又
は
い
ず
れ
の
実
施
取
決
め
の
下
に
お
い
て
も
、
提
供
さ
れ
、
又
は
作
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

第
八
条

解
釈
、
改
正
及
び
情
報
の
修
正

１

こ
の
手
続
取
極
及
び
い
か
な
る
実
施
取
決
め
の
解
釈
若
し
く
は
適
用
又
は
こ
れ
ら
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
処
理
に
関
す
る
意

見
の
相
違
は
、
協
定
第
十
一
条
に
従
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
協
定
と
こ
の
手
続
取
極
又
は
実
施
取
決
め
と
が
抵
触
す
る
場
合
に

は
、
協
定
が
規
律
す
る
。

２

い
ず
れ
の
締
約
者
も
、
他
方
の
締
約
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通
知
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
い
つ
で
も
こ
の
手
続
取
極
の

改
正
の
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
両
締
約
者
は
、
当
該
要
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
交
渉
を
行
う
。
こ
の

手
続
取
極
は
、
両
締
約
者
間
の
書
面
に
よ
る
合
意
に
よ
っ
て
の
み
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
付
表
Ａ
か
ら
付
表
Ｍ
ま
で
の

修
正
は
、
防
衛
当
局
の
間
で
又
は
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
一
方
の
締
約
者
が
他
方
の
締
約
者
に
修
正
さ
れ
た
付
表
を
送
付



一
六

す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
手
続
取
極
を
正
式
に
改
正
す
る
こ
と
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条

効
力
発
生
及
び
終
了

１

前
文
、
第
一
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
付
表
Ａ
か
ら
付
表
Ｍ
ま
で
か
ら
な
る
こ
の
手
続
取
極
は
、
二
千
十
六
年
九
月
二
十

六
日
に
署
名
さ
れ
た
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の

提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
が
効
力
を
生
じ
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
こ
の
手
続

取
極
は
、
協
定
が
効
力
を
有
す
る
間
、
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
手
続
取
極
の
終
了
の
後
に
お
い
て
も
、
こ
の
手
続
取
極
の
条

件
に
従
っ
た
財
政
上
の
義
務
及
び
合
意
さ
れ
た
移
転
は
、
別
段
の
合
意
が
な
い
限
り
、
履
行
さ
れ
る
ま
で
拘
束
力
を
有
す

る
。

２

こ
の
手
続
取
極
は
、
そ
の
効
力
が
生
じ
た
と
き
か
ら
、
二
千
四
年
七
月
十
四
日
に
署
名
さ
れ
た
日
本
国
防
衛
庁
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
国
防
省
と
の
間
の
手
続
取
極
（
改
正
を
含
む
。
以
下
「
二
千
四
年
手
続
取
極
」
と
い
う
。
）
に
代
わ
る
も
の
と
す

る
。
他
の
日
本
国
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
文
書
（
実
施
取
決
め
を
含
む
。
）
に
お
け
る
二
千
四
年
手
続
取
極
へ
の
言
及

は
、
こ
の
手
続
取
極
へ
の
言
及
と
解
す
る
。
二
千
四
年
手
続
取
極
の
条
件
に
従
っ
た
財
政
上
の
義
務
及
び
合
意
さ
れ
た
移
転

は
、
別
段
の
合
意
が
な
い
限
り
、
履
行
さ
れ
る
ま
で
拘
束
力
を
有
す
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
日
本
国
防
衛
省
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
の
代
表
者
で
あ
る
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当

に
委
任
を
受
け
て
、
こ
の
取
極
に
署
名
し
た
。

二
千
十
六
年
九
月
二
十
六
日
に
東
京
で
、
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。

日
本
国
防
衛
省
の
た
め
に

黒
江
哲
郎

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
の
た
め
に

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｇ
・
シ
ュ
ロ
ー
テ
ィ

（
注
）
以
下
、
付
表
は
省
略
す
る
。



一
七

す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
手
続
取
極
を
正
式
に
改
正
す
る
こ
と
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条

効
力
発
生
及
び
終
了

１

前
文
、
第
一
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
付
表
Ａ
か
ら
付
表
Ｍ
ま
で
か
ら
な
る
こ
の
手
続
取
極
は
、
二
千
十
六
年
九
月
二
十

六
日
に
署
名
さ
れ
た
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の

提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
が
効
力
を
生
じ
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
こ
の
手
続

取
極
は
、
協
定
が
効
力
を
有
す
る
間
、
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
手
続
取
極
の
終
了
の
後
に
お
い
て
も
、
こ
の
手
続
取
極
の
条

件
に
従
っ
た
財
政
上
の
義
務
及
び
合
意
さ
れ
た
移
転
は
、
別
段
の
合
意
が
な
い
限
り
、
履
行
さ
れ
る
ま
で
拘
束
力
を
有
す

る
。

２

こ
の
手
続
取
極
は
、
そ
の
効
力
が
生
じ
た
と
き
か
ら
、
二
千
四
年
七
月
十
四
日
に
署
名
さ
れ
た
日
本
国
防
衛
庁
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
国
防
省
と
の
間
の
手
続
取
極
（
改
正
を
含
む
。
以
下
「
二
千
四
年
手
続
取
極
」
と
い
う
。
）
に
代
わ
る
も
の
と
す

る
。
他
の
日
本
国
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
文
書
（
実
施
取
決
め
を
含
む
。
）
に
お
け
る
二
千
四
年
手
続
取
極
へ
の
言
及

は
、
こ
の
手
続
取
極
へ
の
言
及
と
解
す
る
。
二
千
四
年
手
続
取
極
の
条
件
に
従
っ
た
財
政
上
の
義
務
及
び
合
意
さ
れ
た
移
転

は
、
別
段
の
合
意
が
な
い
限
り
、
履
行
さ
れ
る
ま
で
拘
束
力
を
有
す
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
日
本
国
防
衛
省
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
の
代
表
者
で
あ
る
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当

に
委
任
を
受
け
て
、
こ
の
取
極
に
署
名
し
た
。

二
千
十
六
年
九
月
二
十
六
日
に
東
京
で
、
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。

日
本
国
防
衛
省
の
た
め
に

黒
江
哲
郎

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
防
省
の
た
め
に

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｇ
・
シ
ュ
ロ
ー
テ
ィ

（
注
）
以
下
、
付
表
は
省
略
す
る
。




